
第１－１表  総 括 表

医療職 医療職 医療職 高校等 中小校 学    校 特 定
（一） （二） （三） 教育職 教育職 栄養職員 任期付職員

  
3,632 人 2,795 181 31 103 9 2,355 4,118 － 1 13,225

 職 男 
73.3 ％ 93.2 83.0 77.5 56.3 7.1 64.3 46.2 － 100.0 62.7

  
1,326 人 204 37 9 80 117 1,308 4,797 3 － 7,881

 員 女 
26.7 ％ 6.8 17.0 22.5 43.7 92.9 35.7 53.8 100.0 － 37.3

  
4,958 人 2,999 218 40 183 126 3,663 8,915 3 1 21,106

 数 計 
100.0 ％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 
3,311 人 1,739 210 40 145 57 3,490 8,296 1 1 17,290

 学 大学
66.8 ％ 58.0 96.3 100.0 79.2 45.2 95.3 93.1 33.3 100.0 81.8

  
454 人 124 8 － 38 66 98 618 2 － 1,408

 歴 短大
9.1 ％ 4.1 3.7 － 20.8 52.4 2.7 6.9 66.7 － 6.7

  
1,189 人 1,129 － － － 3 74 1 － － 2,396

 構 高校
24.0 ％ 37.7 － － － 2.4 2.0 0.0 － － 11.4

  
4 人 7 － － － － 1 － － － 12

 成 中学
0.1 ％ 0.2 － － － － 0.0 － － － 0.1

43.2 歳 38.2 41.5 41.3 42.5 44.4 44.9 44.1 49.7 64.0 43.2

21.7 年 17.3 18.3 16.1 18.9 21.6 22.2 21.7 28.7 － 21.1

人

計行政職 公安職

均扶

研究職

給料表

区分

平均年齢

平均経験
年 数

1.1 人 1.2 1.3 1.2 0.8 0.4 1.1 0.8 － － 1.0

給料 349,172 円 325,458 376,526 439,310 362,339 364,606 395,124 382,484 374,200 620,000 368,524

扶養

手当
10,875 円 11,805 12,193 11,825 7,262 3,202 10,352 7,371 － － 9,373

地域

手当
15,058 円 13,650 15,745 73,162 15,083 14,808 16,336 15,853 14,968 24,800 15,532

管理
職

手当
8,424 円 2,694 4,913 36,613 7,489 2,398 2,748 6,404 － － 5,743

その

他
5,650 円 8,664 8,212 317,413 7,071 2,983 5,725 4,948 9,000 － 6,409

計 389,179 円 362,271 417,589 878,323 399,244 387,997 430,285 417,060 398,168 644,800 405,581

(注) １．企業庁職員、病院事業庁職員及び現業職員は含まない。（第１－２表において同じ。）

２．計欄の平均経験年数には、特定任期付職員は含まれていない。（第１－２表、第４表及び第２８表において同じ。）

３．特定任期付職員給料表とは、一般職の任期付職員の採用等に関する条例第４条第１項に定める給料表をいう。（以下の表において同じ。）

４．給料には、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成18年三重県条例第10号）附則第８項から第10項及び公立学校職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例（平成18年三重県条例第32号）附則第７項から第９項の規定による給料の額、給料の調整額及び教職調

整額を含む。（第１－２表、第３－１表、第３－２表、第４表及び第２８表において同じ。）

５．その他は、住居手当、単身赴任手当等である。（第１－２表、第３－１表及び第３－２表において同じ。）
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